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 2023 年２月 27 日 

ノバシステム株式会社 

代表取締役社長 芳山 政安 

問合せ先： 経営企画部 06-6479-8100 

 

当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 

 

Ⅰ．コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 

１．基本的な考え方 

当社は、当社の事業活動が健全に行われ、企業価値の向上を継続的に追求するためには、コーポレート・

ガバナンスが正常に機能していることが必要不可欠であると考えております。その根底にある認識とし

て自律性を常とし、法令遵守体制の整備、多様な観点からの意見の尊重、柔軟な機関設計等を通じて、

全てのステークホルダーとの良好な関係の構築に努めて参ります。 

 

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】 

【補充原則１－２④ 議決権の電子行使、招集通知の英訳】 

現時点では、株主に機関投資家及び海外投資家が存在しないため、議決権電子行使プラットフォームは

導入しておりませんが、今後の株主構成に応じて採用を検討して参ります。 

 

【補充原則２－４① 中核人材の登用等における多様性の確保】 

中核人材の登用に際して、女性・外国人・中途採用者等を区別することはなく、能力や資質に応じて適

材適所の登用を行っております。現時点では、具体的な測定可能な目標は設定しておりませんが、今後

におきましては、数値目標や育成方針等を設定し、開示して参ります。 

 

【原則２－６ 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】 

当社の企業年金制度は、企業型確定拠出年金（100％）でありますので、該当事項はありません。 

 

【補充原則３－１② 海外投資家等の比率を踏まえた英文での情報開示・提供】 

現時点では、株主として海外投資家が存在しないことから、英文での情報開示・提供は行っておりませ

んが、今後の海外株主の増加等の状況に応じて、英文での提供を検討して参ります。 

 

【補充原則４－１③ 最高経営責任者の後継者計画】 

現時点では、代表取締役社長の後継者に係る計画は定めておりませんが、今後、後継者として必要とさ

れる資質の定義、候補者の選定方法、育成方法等に関して、妥当性と透明性が担保された明確な手続き

等の整備を検討して参ります。 
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【補充原則４－３③ 最高経営責任者の解任に関する手続き】 

現時点では、代表取締役社長の解任に関する手続きを定めておりませんが、万一、代表取締役社長がそ

の職責や使命に反する行為を行った場合や、機能発揮が不十分でステークホルダーからの期待に十分に

応えることができていない場合等は、取締役会での検討、議論を重ねてその決議を行うこととなります。 

 

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】 

【原則１－４ 政策保有株式】 

当社は現在、政策保有株式として、事業会社株式と関連会社株式を保有しております。事業会社株式は、

取引発生可能性を考慮した政策保有であり、損失は回避するという前提条件のもと、当社保有分の時価

総額が一定金額未満となった場合、都度取締役会にて売却の要否を検討することを基本方針としており

ます。関連会社株式は、プログラム製造委託先としての関係強化及びＡＩ関連技術をテーマとした共同

研究活動の推進を目的とした政策保有であり、継続保有を行うことを基本方針としております。 

 

【原則１－７ 関連当事者間の取引】 

関連当事者等管理規程に基づき、関連当事者等リストを継続的に更新し、新規取引開始時には当リスト

との照合を行い、関連当事者等取引の該当有無を検知する仕組みを構築しております。関連当事者等取

引に該当するとなった場合は、取引の合理性と取引条件の妥当性等の取引内容について審議し、独立役

員、監査役の見解を踏まえた上で取締役会の承認を要することとなっております。 

 

【原則３－１ 情報開示の充実】 

（ⅰ）経営理念や経営戦略 

当社のホームページ、有価証券報告書等にて開示しております。 

（ⅱ）本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基

本方針 

   本報告書「Ⅰ．１．基本的な考え方」に記載しております。 

（ⅲ）取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 

   取締役の報酬は、株主総会にて決議された報酬限度額内で決定しております。個々の取締役の報

酬額の決定にあたっては、全ての社外取締役、代表取締役社長、取締役経営企画部長で構成され、

委員長は社外取締役が務める任意の報酬委員会が、役員報酬基準に沿った評価結果及び個別報酬

額の妥当性等について審議し、取締役会への答申を行い、取締役会にて決定しております。 

（ⅳ）取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 

   当社の管理職のうち事業部長につきましては、管掌取締役及び代表取締役社長の審議を経て取締

役会が選解任を行い、部長につきましては、管掌取締役、代表取締役社長及び経営会議の審議を

経て取締役会が選解任を行います。 

取締役候補者の指名につきましては、各主管部門の役割及び職責を果たすために必要な知識・経

験・能力を備えた者を選任することとしております。監査役候補者の指名につきましては、株主
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総会への議案の付議に際し監査役会の同意を得て行っております。 

（ⅴ）取締役会が上記（ⅳ）を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、

個々の選解任・指名についての説明 

   当社の管理職のうち事業部長及び部長の個々の選任・指名理由につきましては、取締役会決議事

項であるため、開示を行いません。取締役・監査役候補者の選任を行う際の、個々の選任・指名

理由につきましては、株主総会招集通知にて開示しております。 

 

【原則３－１③ サステナビリティへの取組み】 

本報告書の「Ⅲ．３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況【環境保全活動、CSR 活動等の

実施】」に記載しております。 

 

【補充原則４－１① 取締役会の役割・責務】 

取締役会にて決議すべき事項としては、法令及び定款に規定された事項はもちろんのこと、取締役会規

程及び職務権限表にて定めております。また、各取締役に対して委任する職務及び権限の範囲につきま

しては、組織規程、職務分掌規程、稟議規程、職務権限規程、職務権限表にて定めております。 

 

【原則４－９ 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】 

東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準に準拠し、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営

陣からの独立した立場で職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に選任しております。 

 

【補充原則４－１０① 任意の独立した諮問委員会の設置】 

本報告書の「Ⅱ．１．機関構成・組織運営等に係る事項【任意の委員会】」にて記載しております。 

 

【補充原則４－１１① 取締役の選任に関する方針】 

取締役の定数は定款で９名以内と定めており、現在の員数は６名（業務執行取締役４名、社外取締役２

名）であり当社の企業規模に応じた体制となっております。また、適切な経営判断に資する取締役の構

成の多様性も確保されております。業務執行取締役におきましては、各主管部門の役割及び職責を果た

すために必要な知識・経験・能力を備えた者を選任すること、社外取締役におきましては、他社での経

営経験を有し、独立した立場から客観的な意見を提起することができる資質を備えた人物を選任するこ

ととしております。今後におきましては、それら能力等を一覧化したスキル・マトリクスの作成を行い

開示して参ります。 
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【補充原則４－１１② 社外役員の兼任状況】 

社外取締役及び社外監査役の兼任状況につきましては、株主総会招集通知に記載しております。それぞ

れの役割及び職責を果たすために必要な時間を、当社の取締役会に対して費やすことができる合理的な

兼任の状況であることを条件として選任しており、全員がその範囲内での兼任状況となっております。 

 

【補充原則４－１１③ 取締役会の実効性評価】 

毎事業年度において取締役会の実効性評価を行うこととしており、2021 年度の振り返りの結果、実効

性向上に向けた施策として、経営会議の設置、継続的な議論の活性化、保有スキルの整理・明示化、役

員研修の実施等を推進していくこととなりました。 

 

【補充原則４－１４② 取締役・監査役のトレーニング】 

取締役会の実効性向上に向けた施策として認識した役員研修としまして、外部専門機関の主催による株

主総会に係る研修、インサイダー取引未然防止研修を実施いたしました。常勤監査役におきましては、

日本監査役協会主催の研修への参加、開示ツール提供企業が提供するＷｅｂセミナーの受講等を積極的

に行っております。また、新任の社外取締役及び社外監査役に対しては、当社事業及び業界についての

説明会を実施いたしました。 

 

【原則５－１ 株主との建設的な対話に関する方針】 

持続的な成長と中長期にわたる企業価値の向上を図るためには、株主との建設的な対話が必要不可欠で

あると考えており、適切な情報開示はもちろんのこと、決算説明会、機関投資家・アナリストミーティ

ング、個人投資家向け説明会の開催、Ｗｅｂ動画の配信等、多様な投資家に応じた対話の機会を積極的

に設けて参ります。 
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２．資本構成 

外国人株式保有比率 10％未満 

  

【大株主の状況】 

氏名又は名称 所有株式数(株) 割合(％) 

芳山 政安 500,000 41.67 

㈱シリウス 172,000 14.33 

ノバシステム従業員持株会 117,500 9.79 

内原 昌彦 48,000 4.00 

河 鳳基 40,000 3.33 

㈱インテック 40,000 3.33 

林 潤 24,000 2.00 

川上 秀樹 20,000 1.67 

平山 貞美 20,000 1.67 

成田 由奈 20,000 1.67 

西山 仁徳 20,000 1.67 

 

支配株主（親会社を除く）名 芳山政安 

 

親会社名 なし 

親会社の上場取引所 － 

 

補足説明 

㈱シリウスは、代表取締役社長芳山政安の資産管理を目的とする会社であります。 

 

３．企業属性 

上場予定市場区分 スタンダード市場 

決算期 12 月 

業種 情報・通信業 

直前事業年度末における(連結)従業員数 100 人以上 500 人未満 

直前事業年度における(連結)売上高 100 億円未満 

直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 
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４．支配株主との取引を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 

当社は、支配株主との間で取引を行っておらず、今後も取引を行うことも予定しておりませんが、取引

を検討する場合、少数株主の利益を損なうことのないよう、取引理由及びその必要性、取引条件並びに

その決定方法の妥当性について、取締役会において十分に審議した上で意思決定を行うこととしており

ます。 

 

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 

－ 
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Ⅱ．経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 

１．機関構成・組織運営等に係る事項 

組織形態 監査役会設置会社 

 

【取締役関係】  

定款上の取締役の員数 9 名 

定款上の取締役の任期 2 年 

取締役会の議長 社長 

取締役の人数 6 名 

社外取締役の選任状況 選任している 

社外取締役の人数 2 名 

社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 2 名 

  

会社との関係(１) 

氏名 属性 会社との関係(※１) 

a b c d e f g h i j k 

新谷 庄司 他の会社の出身者            

倉田 亨 他の会社の出身者            

 ※１ 会社との関係についての選択項目 

 a.上場会社又はその子会社の業務執行者 

 b.上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 

 c.上場会社の兄弟会社の業務執行者 

 d.上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 

 e.上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 

 f.上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 

 g.上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者） 

 h.上場会社の取引先（d、e 及び f のいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ） 

 i.社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ） 

 j.上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ） 

 k.その他 
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会社との関係(２) 

氏名 独立 

役員 

適合項目に関する

補足説明 

選任の理由 

新谷 庄司 ○ － 生命保険業界において長年の経験を有

しております。当社社外取締役就任後

は、他社での社外取締役としての知見

及び経験等も活かし、当社の経営及び

ガバナンス体制の強化に資することが

期待されるため、選任しております。

また、当社と同氏の間には特別の利害

関係はなく、一般株主と利益相反が生

じる恐れは無いものと判断し、独立役

員に指定しております。 

倉田 亨 ○ － 同業他社において要職を歴任する等、

豊富な経験を有しております。当社社

外取締役就任後はその豊富で多様な知

見を活かし、取締役の業務執行に対す

る監督強化などガバナンス体制の強化

に資することが期待されるため、選任

しております。また、当社と同氏の間

には特別の利害関係はなく、一般株主

と利益相反が生じる恐れは無いものと

判断し、独立役員に指定しております。 

 

 

【任意の委員会】  

指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委

員会の有無 

あり 

 

任意の委員会の設置状況、委員構成及び委員長（議長）の属性 

報酬委員会に相当する任意の委員会 

委員会の名称 報酬委員会 

全委員 

(名) 

常勤委員 

(名) 

社内取締役 

(名) 

社外取締役 

(名) 

社内有識者 

(名) 

その他 

(名) 

委員長 

(議長) 

4 4 2 2 0 0 社外取締役 
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補足説明 

当社は、取締役の報酬の決定に関する客観性を高めることを目的として、取締役会の任意の諮問機関と

して報酬委員会を設置しており、全ての社外取締役、代表取締役社長、取締役経営企画部長で構成され、

委員長は社外取締役が務めております。報酬委員会では、取締役報酬決定要領及び当要領の継続的な見

直し要否の検討を行うと共に、役員報酬基準に沿った評価結果の妥当性等について審議し、取締役会へ

の答申を行っております。また、今後におきましては、任意の指名委員会の設置も検討して参ります。 

 



コーポレートガバナンス 
CORPORATE GOVERNANCE 

 

10 

【監査役関係】  

監査役会設置の有無 設置している 

定款上の監査役の員数 5 名 

監査役の人数 3 名 

 

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況 

内部監査室及び会計監査人と定期的に情報交換や意見交換を行うことで、監査、監督の実効性を高めて

おります。 

 

社外監査役の選任状況 選任している 

社外監査役の人数 2 名 

社外監査役のうち独立役員に指定されている人

数 

2 名 

  

会社との関係(１) 

氏名 属性 会社との関係(※１) 

a b c d e f g h i j k l m 

松村 真惠 税理士              

森岡 久晃 弁護士              

 ※１ 会社との関係についての選択項目 

 a.上場会社又はその子会社の業務執行者 

 b.上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 

 c.上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 

 d.上場会社の親会社の監査役 

 e.上場会社の兄弟会社の業務執行者 

 f.上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 

 g.上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 

 h.上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 

 i.上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者） 

 j.上場会社の取引先（f、g 及び h のいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ） 

 k.社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ） 

 l.上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ） 

 m.その他 
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会社との関係(２) 

氏名 独立 

役員 

適合項目に関する

補足説明 
選任の理由 

松村 真惠 ○ － 国税局での長年の経験を有しており、

税務に関する専門的知見及び上場企業

での監査等委員としての経験等を活か

し、独立した立場で、監査体制の強化

に資することが期待されるため、選任

しております。また、当社と同氏の間

には特別の利害関係はなく、一般株主

と利益相反が生じる恐れは無いものと

判断し、独立役員に指定しております。 

森岡 久晃 ○ － 長年、弁護士として培ってきた専門知

識・経験等を活かし、独立した立場で、

監査体制の強化に資することが期待さ

れるため、選任しております。また、

当社と同氏の間には特別の利害関係は

なく、一般株主と利益相反が生じる恐

れは無いものと判断し、独立役員に指

定しております。 
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【独立役員関係】 

独立役員の人数 4 名 

その他独立役員に関する事項 

独立役員の資格を満たす社外役員全員を独立役員に指定しております。 

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めた

ものはありませんが、株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準に準拠して選任を行ってお

り、経歴や当社との関係を踏まえて、会社法に定める要件に該当し、当社経営陣からの独立した立場で

社外取締役又は社外監査役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断し

ております。 

 

【インセンティブ関係】 

取締役へのインセンティブ付与に関する施策の

実施状況 

業績連動型報酬制度の導入／ストックオプション

制度の導入 

該当項目に関する補足説明 

業績向上に対する意欲や士気を一層高めることにより、当社の健全な経営と社会的信頼の向上を図るこ

とを目的として、社内取締役の報酬決定に際しては、各社内取締役の業務執行役割に応じた業績に係る

責任度を勘案した業績連動型報酬制度を導入しております。また、税制適格ストックオプションを社内

取締役及び従業員に付与しております。 

 

ストックオプションの付与対象者 社内取締役、従業員  

該当項目に関する補足説明 

業績向上に対する意欲や士気を一層高めることにより、当社の健全な経営と社会的信頼の向上を図るこ

とを目的として、社内取締役については、就任時期及び今後の事業成長への貢献期待度に応じて、従業

員については、今後の業績拡大に対する貢献期待度等を勘案して定めた数のストックオプションを付与

しております。 

 

【取締役報酬関係】 

開示状況 個別報酬の開示はしていない 

該当項目に関する補足説明 

報酬等の総額が 1 億円以上である取締役が存在していないため、個別報酬の開示は行っておりません。 
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報酬額又はその算定方法の決定方針の有無 あり 

報酬額又はその算定方法の決定方針の開示内容 

全ての社外取締役、代表取締役社長、取締役経営企画部長で構成され、委員長は社外取締役が務める報

酬委員会にて、役員報酬基準に沿った評価結果の妥当性等について審議し、取締役会への答申を行って

おります。 

 

【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】 

社外取締役及び社外監査役のサポートを行う選任部門や専任者は設置しておりませんが、取締役経営企

画部長が窓口となり情報の伝達及び共有を行っており、その周辺のサポート業務を経営企画部経営企画

課が担う体制となっております。 

また、毎月の定時取締役会においては、議案や議題内容を可及的早期に把握することができ、取締役会

へ臨むにあたっての事前準備がより可能となるよう、開催日の原則 1 週間前までに「取締役会招集通知

【第 1 版】」を送付すると共に、開催日の 2 日前までに「同【確定版】」を送付しております。今後にお

きましても、取締役会での議論活性化に資する体制の整備に引き続き努めて参ります。 

 

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の

概要) 

ａ．取締役会 

取締役会は、取締役６名（うち社外取締役２名）で構成され、毎月の定時取締役会及び必要に応じて臨

時取締役会が開催されており、法令、定款及び関連規程に規定された当社の経営に関わる重要事項につ

いての決定を行うと共に、取締役の相互牽制による監督機能も有しております。また、監査役３名（う

ち社外監査役２名）が出席し、その意思決定プロセスについてモニタリングが行われる体制となってお

ります。 

 

ｂ．監査役会 

監査役会は、監査役３名（うち社外監査役２名）で構成され、常勤監査役は、取締役会及び社内の重要

な会議等へ出席し、代表取締役社長との意見交換、その他重要決裁書類の閲覧、定期的に取締役及び使

用人からのヒアリング等を行っており、社外監査役は、取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べる

他、取締役の職務執行を監督しております。また、毎月の定時取締役会前に監査役会を開催し、「監査

役監査規程」や「監査役会規程」に則り、監査計画の策定、監査実施状況や当社の現状報告等、監査役

相互の情報共有を図っております。また、内部監査室及び会計監査人と定期的に情報交換や意見交換を

行うことで監査、監督の実効性を高めております。 

 

ｃ．報酬委員会 

取締役の報酬の決定に関する客観性を高めることを目的として、取締役会の任意の諮問機関として報酬

委員会を設置しており、全ての社外取締役、代表取締役社長、取締役経営企画部長を委員として構成さ
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れ、委員長は社外取締役が務めております。報酬委員会では、役員報酬決定要領及び当要領の継続的な

見直し要否の検討を行うと共に、役員報酬基準に沿った評価結果の妥当性等について審議し、取締役会

への答申を行っております。 

 

ｄ．リスクコンプライアンス委員会 

当社事業におけるリスク認識及び取り巻く環境の変化に応じたリスクを評価及び検討を行うと共に、関

係法令及び会社規程等の遵守の徹底を図ることを目的として、リスクコンプライアンス委員会を設置し

ております。リスクコンプライアンス委員会は四半期に１回開催され、リスクの定期的見直し、法令改

正に伴う影響等の適時把握、情報の共有化、コンプライアンス抵触可能性事項発生時の対処の検討及び

法令に基づく実務を確実に遂行するための定期報告等を行っております。 

 

ｅ．会計監査人 

仰星監査法人と監査契約を締結し、公正不偏の立場から会計監査を受けております。 

 

ｆ．内部監査室 

代表取締役社長直轄の組織として内部監査室（専任者３名）を設置し、独立した立場から内部監査を実

施する体制を整えております。内部監査につきましては、内部監査計画に基づいて、経営方針、社内規

程及びコンプライアンスの遵守状況等、業務活動が適正に行われているか定期的に監査を実施しており

ます。監査結果につきましては、代表取締役社長に報告をし、改善が必要な場合は改善指示書を被監査

部門に交付し、必要に応じてフォローアップを行える体制を構築しております。また、内部監査担当は、

監査役及び会計監査人と定期的に情報交換や意見交換を行い、相互連携により監査の実効性を高めてお

ります。 

 

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由 

当社の企業規模、事業内容等を勘案し、コーポレート・ガバナンスが有効に機能する体制として、社外

取締役を複数名とした取締役会、監査役会設置会社が適切であると判断しております。 

 

 



コーポレートガバナンス 
CORPORATE GOVERNANCE 

 

15 

Ⅲ．株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況 

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み 

 補足説明 

株主総会招集通知

の早期発送 

法定期日前の発送が可能となるよう努めて参ります。 

集中日を回避した

株主総会の設定 

当社は 12 月決算会社であり、3 月決算会社と比して集中日の度合いは低いもの

と考えておりますが、より多くの株主の皆様にご出席頂けるよう、株主総会日の

設定について考慮して参ります。 

電磁的方法による

議決権の行使 

現時点では、電子投票制度は導入しておりませんが、今後の株主構成に応じて採

用を検討して参ります。 

議決権電子行使プ

ラットフォームへ

の参加その他機関

投資家の議決権行

使環境向上に向け

た取組み 

現時点では、議決権電子行使プラットフォームは導入しておりませんが、今後の

株主構成に応じて採用を検討して参ります。 

招集通知(要約)の

英文での提供 

現時点では、株主として海外投資家が存在しないことから、英文での招集通知の

提供は行っておりませんが、今後の海外株主の増加等の状況に応じて、英文での

提供を検討して参ります。 

その他 － 

 

２．IR に関する活動状況 

 
補足説明 

代表者自身による

説明の有無 

ディスクロージャ

ー ポ リ シ ー の 作

成・公表 

現時点では未作成でありますが、ディスクロージャーポリシ

ーを作成し、ＩＲ専用サイトを通じて公表する予定でありま

す。 

－ 

個人投資家向けに

定期的説明会を開

催 

現時点での開催は未定でありますが、個人投資家向け説明会

の開催を定期的に行う予定としております。 

あり 

アナリスト・機関投

資家向けに定期的

説明会を実施 

現時点での開催は未定でありますが、アナリスト・機関投資

家向け説明会の開催を定期的に行う予定としております。 

あり 

海外投資家向けに

定期的説明会を開

催 

海外の株主が存在しないことから、現時点での開催は検討し

ておりませんが、今後の海外株主の増加等の状況に応じて検

討して参ります。 

－ 
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IR 資料をホームペ

ージ掲載 

ＩＲ専用サイトを開設し、各種資料を掲載する予定でありま

す。 

－ 

IR に関する部署(担

当者)の設置 

適時開示責任者として、取締役経営企画部長を選任してお

り、ＩＲに関する業務は、経営企画部の経営企画課及び経理

財務課が担当する予定であります。 

－ 

 

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況 

 補足説明 

社内規程等により

ステークホルダー

の立場の尊重につ

いて規定 

「経営理念」、「適時開示規程」、「インサイダー取引防止規程」において、ステー

クホルダーの立場の尊重について規定し、法令遵守、適切な情報開示、インサイ

ダー取引の防止等を通じて、ステークホルダーとの信頼関係を継続的に構築して

参ります。 

環境保全活動、CSR

活動等の実施 

当社の経営資源の根幹をなすものは人的資源であります。当社が事業活動を行い

企業価値の向上を図るためには、人的資源の充実化が不可欠であり、人的資本へ

の投資：採用活動、教育や福利厚生に係る各種制度の導入、賃金水準の向上、在

宅勤務制度に代表される柔軟な働き方の導入等を継続的に取り組むことが働き

がいを生み、企業価値の向上にも繋がっていくという正の循環がもたらされるも

のと考えております。 

現時点では、影響を及ぼす範囲が自社の事業活動内における直接的なステークホ

ルダー（従業員、協力会社の技術者等）に限定されており、事業活動を通じて貢

献することが当社にできる最大限のものでありますが、将来的には、より広い概

念でのステークホルダーに対して直接的に影響を及ぼすことのできる活動も実

施していきたいと考えております。 

ステークホルダー

に対する情報提供

に係る方針等の策

定 

迅速、正確かつ公平を旨とし、ステークホルダーに対して適時適切な会社情報の

提供を行うと共に、制度的開示のみならず自発的な情報開示にも努めて参りま

す。 

その他 － 

 



コーポレートガバナンス 
CORPORATE GOVERNANCE 

 

17 

Ⅳ．内部統制システム等に関する事項 

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況 

当社は、「内部統制システムに関する基本方針」を定めており、当基本方針に基づき整備を進めており

ます。 

１）取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

(a) 取締役及び使用人は法令や定款の順守及び倫理に基づき誠実で公正な行動をすることを根幹

とし、これを「コンプライアンス基本方針」に定める。 

(b) 取締役及び使用人は組織、職務分掌、職務権限に関する各規程に従い業務を執行する。 

(c) 当社は、リスクコンプライアンス委員会を原則、四半期に 1 度開催し、取締役の業務執行が当

社の事業上のリスクや法令遵守の状況を確認し、法令に適合する体制を構築している。 

 

２）取締役の職務の遂行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

  取締役会議事録、株主総会議事録など取締役の職務の執行に係る重要文書を文書管理規程に従い適

切に保存・管理し、取締役はこれらの文書を常時閲覧可能とする。 

 

３）損失の危機の管理に関する規則その他の体制 

  (a) 「リスクコンプライアンス規程」に基づき、リスクコンプライアンス委員会を設置し、各リス

クについて網羅的、体系的な管理を実施する。 

  (b) 不測の事態が発生した場合には、代表取締役社長指揮下の対策本部を設置し、必要に応じて顧

問弁護士等の外部専門機関とともに、迅速かつ的確な対応を行い、損害やリスクの拡大を最小限

にとどめる体制を整備する。 

 

４）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

  取締役の職務の遂行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、定時取締役会を

原則、月１回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催する。 

 

５）監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合の当該使用人に関する事項及びその

使用人の取締役からの独立性に関する事項 

  (a) 監査役が必要とした場合、監査役の職務を補助する使用人を配置する体制をとる。 

  (b) 当使用人の取締役からの独立性を確保するため、取締役の指揮、命令を受けないものとし、当

使用人の人事異動、人事評価、懲戒処分等については監査役の同意を得る。 

  (c) 補助使用人への職務権限の付与、同使用人への指揮命令権を監査役が有する旨を明確にする

等、監査役から同使用人への指示について、その実効性を担保するために必要な措置を講じる。

また、補助使用人の評価については、監査役の評価を加味して行う。 

 

６）取締役及び使用人が監査役に報告するための体制及びその他の監査役への報告に関する体制 
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  (a) 取締役及び使用人は、法令、定款及び社内規程、その他重大な倫理に違反したこと又は会社に

著しい損害を及ぼす恐れのある事実を知ったときは、速やかに監査役に報告する。 

(b) 監査役又は監査役会に対して、定期的に報告を行う事項及び報告を行う取締役を、監査役と協

議して決定する。臨時的に報告を行うべき事項についても同様とする。 

(c) 内部通報制度に基づく通報及び監査役に対する職務の執行状況その他に関する報告を行った

ことを理由として、不利益な取り扱いを行うことを禁止し、「内部通報制度運用規程」で定め

る通報者の保護に基づき、当該報告をした者の保護を行う。 

 

７）監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生

ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項 

監査役が職務の執行のために合理的な費用の支払いを求めたときは、これに応じる。 

 

８）その他の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

(a) 監査役は、取締役会に出席するほか、必要と認める重要な会議に出席し、意見を述べることが

できる。 

  (b) 監査役は、代表取締役社長と定期的な会合を開催し、意見交換を行う。 

  (c) 監査役と、内部監査室及び会計監査人との定期的な情報交換等を通じて得られる多様な意見に

ついて、その提起を積極的に求める。 

 

９）財務報告の信頼性を確保するための体制 

  財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法等の法令に準拠し、財務諸表に係る内部統制の

仕組みの構築を行い、継続的に評価し、不備があれば是正していく体制を整備する。 

 

10）反社会的勢力排除に向けた基本的な考え及びその整備状況 

  (a) 社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対して、その圧力に屈すること

なく、毅然とした態度で臨むものとし、これらの勢力からの要求を断固拒否し、一切の関係を

持たないことを基本方針とする。 

  (b) 顧問弁護士及び所轄警察署と連携を図りながら、引き続き反社会的勢力を排除するための体制

の整備を推進する。 
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２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況 

当社は、「反社会的勢力等に対する基本方針」を定めており、当基本方針に基づき反社会的勢力排除に

向けた整備を行っております。 

 

当社は、社会に共存する一員としてその責務と使命を認識し、反社会的勢力等に対する基本方針を以下

に定め、これを徹底します。 

① 反社会的勢力等とは、絶対に取引を行わない。 

反社会的勢力等とは、絶対に取引（当社事業活動における役務の提供、ソフトウエアの製作・販売、

外注取引、仕入取引、物品等の購入、賃貸借等全ての金銭取引及び契約の有無等を問わない全ての関

与をいう。）を行わない。 

  

② 反社会的勢力等からの不当要求は、断固として拒否する。 

反社会的勢力等からの不当要求は、当基本方針③～⑥、反社会的勢力等排除規程及び関連要領に基

づき、断固として拒否する。 

    

③ 組織的に対応する。 

反社会的勢力等排除規程及び関連要領の制定、リスクコンプライアンス委員会の設置等を通じて、

担当者個人や限られた者への過度な負担や責任が生じることが無いよう明確にすると共に、企業とし

て組織的に対応する。 

 

④ 専門機関と密に連携を図り対応する。 

警察、弁護士、都道府県暴力追放推進センター等の専門機関との連携を図り対応する。 

 

⑤ 法令に基づき対応する。 

暴力団対策法、都道府県暴力団排除条例及び関連する全ての法令を適用し、弁護士等専門機関との

連携を図り対応する。 

 

⑥ 常日頃から継続的に取り組む。 

契約書等への暴排条項の導入、取引開始前の反社チェックの徹底及び定期的更新、専門機関等によ

る講習の受講、最新情報の入手、社内研修の実施等に継続的に取り組む。 
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Ⅴ．その他 

１．買収防衛策導入の有無 

買収防衛策導入 なし 

該当項目に関する補足説明 

－ 

 

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項 

当社のコーポレート・ガバナンス体制について、参考資料として模式図を以下に示しております。 

 

 

【模式図(参考資料)】 
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【適時開示体制の概要（模式図）】 

 

 ■決算情報の開示 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報開示主管部門（経営企画課・経理財務課） 

 決算短信等の開示資料の原案作成 

情報取扱責任者（取締役経営企画部長） 

 開示資料原案の確認 

監査役会 

 意見陳述 

取締役会 

 開示の承認決議 

情報取扱責任者（取締役経営企画部長） 

 開示手続き実行の指示 

情報開示主管部門（経営企画課・経理財務課） 

 開示手続きの実行 

 法定開示：EDINET 適時開示：TDnet 
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 ■決定事実の開示 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取締役会 

 対象事項の決議 

情報取扱責任者（取締役経営企画部長） 

 開示資料作成の指示 

情報開示主管部門（経営企画課・経理財務課） 

 開示資料原案の作成 

情報取扱責任者（取締役経営企画部長） 

 開示資料原案の確認 

代表取締役社長 

 開示資料の承認 

情報取扱責任者（取締役経営企画部長） 

 開示手続き実行の指示 

情報開示主管部門（経営企画課・経理財務課） 

 開示手続きの実行 

 法定開示：EDINET 適時開示：TDnet 
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 ■発生事実の開示 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 

情報発生部門責任者（管掌取締役） 

 発生事実の報告 

情報取扱責任者（取締役経営企画部長） 

 開示要否の判断、開示資料作成の指示 

情報開示主管部門（経営企画課・経理財務課） 

 開示資料原案の作成 

情報取扱責任者（取締役経営企画部長） 

 開示資料原案の確認 

代表取締役社長 

 開示資料の承認 

情報取扱責任者（取締役経営企画部長） 

 開示手続き実行の指示 

情報開示主管部門（経営企画課・経理財務課） 

 開示手続きの実行 

 法定開示：EDINET 適時開示：TDnet 

情報の連携 


